
 

Ⅳ．資料 

１．神戸市自立支援協議会意見 

 自立支援協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障がいのある人へ

の支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域

の実情に応じた体制の整備についての協議を行うための場です。 

神戸市地域自立支援協議会から、地域課題やニーズが反映された計画となるよう、つぎのような

意見が提出されています。 

大
項
目 

中
項
目 

課題内容 各区の状況 

各区で課題解決

を目指し、取り組

んだ内容など 

神戸市地域自立支

援協議会の意見・提

案 

Ⅰ

暮
ら
し
に
関
す
る
施
策 

 
 
 
 

在
宅
サ
ー
ビ
ス 

・事業所やヘル

パーの質の担保 

 

 

 

 

 

 

・重度の障害が

ある当事者や、

夜間に支援がい

る当事者の受け

入れができる事

業所が少ない 

 

 

・機能訓練や入

浴サービスがで

きる事業所が少

ない 

 

 

 

 

 

 

・障害特性や障害福

祉サービスの制度に

関するヘルパーの理

解不足から、利用者

の心情を傷つけるよ

うな言動や対応をす

る等の権利侵害が起

きている。 

・重度化、高齢化し

医療的なケアが必要

な方への支援体制が

充分な状況ではな

い。また、強度行動

障害者の受け入れが

できる事業所も少な

い。 

・機能訓練やリハビ

リ、入浴のニーズは

高いが、できる事業

所が少ない。 

 

 

 

 

 

 

障害福祉サービ

ス事業所を対象

に、区役所及び障

害者地域生活支

援センターで計

画相談に関する

説明会を実施。新

しい制度の理解

促進、権利擁護に

ついて考える機

会となった。 

・事業所数は増えて

いるが、重度障害者

に対応できる事業

所が少ない。 

・定期的な研修の実

施により、事業所や

従事者の質の確保 

 

・重度障害者の受け

入れに対応するた

めの人員を配置し

た場合の加算の算

定。 

 

 

 

・介護保険事業所の

機能訓練サービス

の利用や、PT,OT,ST

が曜日ごと等で複

数の事業所を巡回

する仕組み等によ

り、機能訓練や入浴

ができる事業所を

少しでも増やすこ

とができないか。 
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Ⅰ

暮
ら
し
に
関
す
る
施
策 

在
宅
サ
ー
ビ
ス 

・重度身体障害

者訪問入浴サー

ビス中にたん吸

引 が 必 要 な 場

合、家族しか対

応が出来ない 

・重度身体障害者訪

問入浴サービス中に

たん吸引が必要な可

能性がある場合、家

族が必要時に備えて

待機していなければ

ならないので負担が

大きい。訪問看護や

ヘルパーなど他のサ

ービスを同時に利用

することも出来な

い。 

 ・重度身体障害者訪

問入浴サービスに

随伴する看護師が

たん吸引等の医療

行為に対応できる

仕組みを検討して

いけないか。 

保
健
・
医
療 

・医療と福祉の

連携が不十分 

 

 

 

 

 

 

・外来受診時や

入院時に病院か

らヘルパーに常

時の付添や、着

替えの用意等の

支援を求められ

るが、制度上で

きない 

・外来受診時や入院

時に、大きな病院で

はナースが対応して

くれることもある

が、病院側はヘルパ

ーが院内介助できな

いことを知らない場

合が多い。 

・外来受診時、ヘル

パーによる居宅から

病院までの付添は可

能だが、診察時間中

（待ち時間）は報酬

算定できないため事

業所としては対応が

困難。 

 

 

 

 

 

 

 

 

制度の狭間を埋

めるための取り

組みとして、垂水

区社協と支援セ

ンターで、障がい

のある人へのサ

ポートボランテ

ィア育成のため

の「コミュニケー

ションサポート

ボランティア事

業」を実施した。

現在、受講生が在

宅障害者のサポ

ートにあたって

いる。 

・医療側と福祉側が

各々の制度を知り

あえるような、横の

つながりを図る仕

組みづくり。 

 

 

 

・医療側、福祉側の

いずれかが対応し

た場合に、きちんと

報酬算定できるよ

うに、国へ要望。 
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Ⅰ

暮
ら
し
に
関
す
る
施
策 

安
全
な
居
住
環
境 

・災害や感染症

が発生した時の

要援護者への支

援体制を整備す

る必要がある 

・支援者への災

害時対応の訓練

が不足している 

・要援護者への支援

に関する条例が制定

され、要援護者登録

も進んでいるが、ま

だまだ支援体制が確

立されていない。 

・感染症発生時に事

業所が閉鎖された場

合、どのように支援

するか検討が必要。 

防災部会で、地域

の避難訓練に参

加。障害の状況や

支援して欲しい

内容を記載した

サポートカード

の作成を実施。 

・災害時に備えるた

め、支援者向け研修

の実施。 

・現在、各区自立支

援協議会が独自に

作成しているサポ

ートカードやヘル

プカードを、要援護

者カードとして、障

害や高齢等の分野

に関わらず全市で

活用できるものに

できないか。 

相
談 

区
役
所 

・区役所の相談

支援体制の強化 

・職員の経験や知識

によって対応に差が

出ることがある。・業

務が多忙で十分にア

セスメントやケース

ワークを行えていな

いのではないか。 

  ・障害者手帳や障害

福祉サービスの申

請受付や、支給決定

を行う区役所の役

割は重要であるた

め、区役所の相談体

制の強化。 

障
害
者
地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー 

・障害者地域生

活支援センター

の調査業務が増

え、本来の委託

業務である基本

相談の時間が充

分にとれない 

・障害者地域生活支

援センターは、調査

業務の委託や計画相

談支援も実施してお

り、基本相談の機能

が低下している。相

談支援体制の充実を

図るため、業務の見

直しが必要ではない

か。 

  ・障害者地域生活支

援センターにおけ

る、基本相談の充

実。 

・計画相談支援の創

設や、利用者の増加

等に伴う業務の変

化にともなった、実

施体制の見直し。 

相
談
支
援
事
業
所 

・指定特定・一

般相談支援事業

所が少ない 

・事業者、相談

支援専門員の質

の担保 

・指定特定・一般相

談支援事業所が少な

い。 

特定相談支援事

業所との連携を

図ったり、事業所

立ち上げについ

て奨励したりす

るなどの働きか

けを実施。 

・指定特定相談支援

事業所数の充実に

向けた取り組み。 

・定期的な研修やフ

ォロー体制の確保

による、事業所や職

員の質の確保。 
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Ⅰ

暮
ら
し
に
関
す
る
施
策 

相
談 

地
域 

・在宅障害者に

対する障害福祉

サービス事業所

や制度の情報が

まだまだ不足し

ている。 

・障害者手帳取

得後にサービス

の申請が無い人

へのフォロー体

制が無い 

・現在の制度では本

人・家族・支援者等

がサービスや制度を

周知・理解していな

ければ申請には結び

つかない状況であ

り、早期介入が望ま

しいケースでも支援

対象から漏れてしま

うことがある。 

・特別支援学校在学

中は学校を通して情

報提供があるが、卒

業後は障害福祉サー

ビス事業所の情報が

十分に入ってこなく

なる。 

「障害福祉サー

ビス事業所説明

会」を実施。区内

にある事業所の

「事業所紹介」

「相談＆情報提

供タイム」「事業

所自主製品販売

コーナーの設置」

などを実施。 

・高齢者のように見

守りをする人材の

配置を検討。 

・個人情報保護の観

点から課題はある

が、障害者手帳取得

後の状況の把握や

情報の提供がすべ

ての対象者にでき

るシステムづくり。 

・在宅障害者等に制

度や障害福祉サー

ビス事業所の情報

を周知する仕組み。 

情
報
ア
ク
セ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
保
障 

・手話通訳の派

遣は増えている

が、要約筆記の

派遣が少ない 

・一般に開催される

講演会では、手話通

訳のみである場合が

多い。 

  ・手話通訳派遣だけ

ではなく、要約筆記

者の派遣を普及。 

・手話言語条例が制

定されたことも踏

まえ、手話通訳だけ

ではなく筆談によ

る支援や災害時の

支援等についても

広く周知して協力

を求めていけない

か。 

55



 

Ⅰ

暮
ら
し
に
関
す
る
施
策 

権
利
擁
護 

・障害者虐待防

止法施行後の体

制整備が進んで

いない 

 

 

 

 

 

 

 

 

・障害者差別解

消法が平成 28年

4 月に施行予定

だが、具体的な

対応の内容がわ

かりづらい 

・障害者虐待防止法

はまだ施行されて間

がなく、虐待防止法

において位置づけら

れたコア会議の開催

も回数を重ねられて

いない。そのため、

コア会議の中で、虐

待と認定することや

虐待認定後の対応ま

で協議が進んでいな

い現状がある。 

・障害者差別解消法

により、公的機関は

「合理的配慮」を義

務化される。民間事

業所についても、努

力義務が課せられる

ことになる。どのよ

うな配慮が必要か周

知のうえ、検討しな

ければならないが、

具体的な対応の方法

がわからない。 

  ・各区で虐待防止法

に基づく案件のコ

ア会議開催時にア

ドバイザー（専門

家）派遣ができるよ

うな体制の整備。 

 

 

 

 

 

 

・障害者差別解消法

及び合理的配慮の

内容の市民への周

知と、具体的にどの

ような配慮や支援

の方法があるのか

を例示のうえ、実際

に取り組めるよう

な啓発。 

地
域
福
祉
力
の
向
上 

・障害者に対応

したボランティ

アが少ない 

・ボランティアは高

齢者対象が多く、障

害では施設訪問のよ

うな形でしかない。

個別対応や障害者に

対応したボランティ

アが非常に少ない。 

自立支援協議会

で「障害理解」を

目的としたグル

ープワークを行

い、民生委員・児

童委員の参加が

あった。 

・地域での見守り体

制の確保のため、身

体障害者福祉相談

員・知的障害者相談

員の充実。 

・高齢・児童・障害

の各分野での地域

福祉力の向上のた

め、身体障害者福祉

相談員・知的障害者

相談員と民生委

員・児童委員の横の

つながり作り。 
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Ⅰ

暮
ら
し
に
関
す
る
施
策 

地
域
福
祉
力
の
向
上 

   ・障害者に対応する

ボランティアの養

成、研修の機会を増

やす。 

Ⅱ

地
域
移
行
に
関
す
る
施
策 

住
ま
い
の
確
保 

・グループホー

ムの数が少ない

（ 特 に 市 街

地）・連帯保証人

がいない場合の

住居の契約が困

難 

・GHについて、消防

法等の設置基準が厳

しく、新規立ち上げ

に莫大な資金が必

要。・GH 立ち上げの

際、地元住民の反対

や不動産業者の理解

が得られない場合が

ある。 

・身寄りのない人の

場合、連帯保証人や

緊急連絡先が確保で

きず入居契約ができ

ないことがある。 

地域住民に対し

て障害理解に対

する啓発活動を

実施。 

・GH 新規立ち上げ

時に、土地代や改装

費用がかさむため、

助成制度の充実。 

 

 

 

 

 

・障害のある方が安

心して地域移行で

きるように、例えば

行政や相談支援事

業所が関わってい

る場合は、「保証人

免除」「連絡人免除」

の対象にする等検

討できないか。 

地
域
移
行
・
地
域
定
着 

・指定一般相談

支援事業所が少

ない 

 

 

 

 

 

 

・退院、退所が

可能な場合でも

地域移行が進ま

ない 

・事業所数が少なく、

サービスを利用した

くてもできない。 

・指定一般相談支援

事業所が十分に選択

できないことは、中

立・公平性の担保も

含めて望ましくな

い。 

・退院、退所が可能

な場合でも地域移行

が進まない。 

  ・事業所の増設に対

する働きかけ 

 

 

 

 

 

 

 

・地域での生活を支

援するため、地域と

協力した 24 時間の

見守り体制の整備

ができないか。 
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Ⅲ

就
労
に
関
す
る
施
策 

一
般
就
労
支
援 

・在学中に発達

障害の診断を受

けた、または疑

いのある学生へ

の支援が難しい 

・使える社会資源が

少なく、就職希望が

あってもいろいろな

相談機関を紹介され

るだけで継続的な支

援ができない。 

・ハローワークの一

般相談窓口や若年新

卒者の相談窓口、若

年しごとくらぶ等で

は、確定診断の無い

疑いのある人が滞留

している状態であ

る。 

・就労移行支援サー

ビスでの訓練は知

的・精神障害を主対

象としており、発達

障害者に特化した事

業所が少ない。 

支援センター、就

労推進センター、

発達障害者相談

窓口で実施して

いる地域課題検

討会で話題に挙

げ検討している。 

・支援が必要な人に

対して各種相談支

援機関が連携を図

り、障害サイドと労

働サイドで連携を

し、多面的、横断的

に支援する仕組み

づくり。 

・当事者中心の支援

を図るためには、障

害関係と労働関係

の支援機関での共

通理解の場が必要。 

・発達障害に特化し

た職業訓練の実施。 

福
祉
的
就
労
工
賃
ア
ッ
プ 

・就労系事業所

の工賃アップは

事業所単体では

難しい 

・「工賃アップ」は利

用者の生きがいや、

自立生活への意欲向

上に欠かせないが、

達成しようとすると

それなりの受注量と

質に応えていかなけ

ればならない。しか

し、利用者の能力・

支援の環境からみて

１つの事業所では限

界がある。 

販路拡大のため

にアンテナショ

ップの開催やイ

ベントの実施、カ

タログの作成、共

同受注を実施。 

・利用者の生きがい

や経済的自立のた

めの、工賃の確保。 

・地域や施設間で協

力して業務受託が

できる仕組みづく

り。 
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Ⅳ

子
育
て
に
関
す
る
施
策 

相
談
・
判
定
等 

療
育
支
援 

・発達障害児の

親の相談や療育

プログラムを継

続して実施でき

る事業所が少な

い 

・幼少期を対象とし

た事業所はあるが、

学童期の療育プログ

ラム・相談を実施し

ている事業所が少な

い。 

・発達障害児の親の

子育て上の悩みに具

体的、継続的に対応

できる療育相談や療

育プログラムを実施

する機関がない。 

・発達障害の子の集

える場所が少ない。

自宅にひきこもる中

高生の発達障害児が

家庭外で人と継続的

にかかわれる場がな

い。 

  ・発達障害児やその

家族に対し、療育プ

ログラムの実施や

家庭・地域の学校の

療育支援を行える

専門窓口の設置。 

学
校
園 

・通学の支援が

不十分 

 

 

・医療的ケアの

必要な障がい児

が家族の支援な

しに地域の学校

に通えない 

・通学には移動支援

が使えないため、家

族が支援できない場

合は通学が困難。 

・導尿が必要な小学

生が地域の学校に通

うために、本人や家

族がおこなえない場

合には他に手だてが

ない。 

・ボランティア保険

には医療行為が含ま

れていないため、ボ

ランティアを利用す

ることは難しい。 

  ・通学を支援する仕

組みや社会資源の

開発。 

 

・合理的配慮の一環

として、障害の有無

に関わらない集団

登校による通学保

障及び学校内での

医療的ケアの保障。 
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Ⅳ

子
育
て
に
関
す
る
施
策 

放
課
後
等
の
居
場
所 

・重度障害や強

度行動障害の児

童が通える放課

後等デイサービ

スが少ない 

 

 

 

 

・サービスの質

の担保 

・放課後等デイサー

ビスは多く開設して

いるが、重度障害等

の特別なケアを必要

とする児童が通える

ところが少ない。 

 

 

 

・事業所が増えるな

かで、サービスの質

の担保ができていな

いところがある。 

  ・重度障害の児童が

通える事業所の増

設。 

・重度障害児に対応

するための人員配

置の際に補助を実

施できないか。 

・医療機器導入に民

間の助成金を活用。 

・支援内容を充実さ

せ、サービスの質の

担保。 

Ⅴ

社
会
参
加
に
関
す
る
施
策 

日
中
活
動
の
場 

・就労継続支援 B

型事業所とアル

バイトの併用が

制限されている 

 

 

 

 

・救護施設の通

所利用者が地域

活動支援センタ

ーや就労継続支

援等を利用でき

ない 

・精神障害者で、病

状により一般就労が

難しく就労継続支援

B 型を利用している

場合、短時間のアル

バイトとサービスを

併用できないことが

ある。 

・救護施設の通所利

用者は、地域活動支

援センターや就労継

続支援 B 型の併用が

できないため、作業

能力や意欲のある方

はいるが、日中活動

の場所に制限が生じ

ている。通所では金

銭・服薬管理等の指

導が継続して必要な

ため、措置を解除で

きない。 

  ・障害者の状況に合

わせて多様な支援

が受けられるよう

な仕組みができな

いか。 
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Ⅴ

社
会
参
加
に
関
す
る
施
策 

（
外
出
の
た
め
の
支
援
） 

バ
リ
ア
フ
リ
ー 

・送迎のある事

業所が少なく、

自力通所できな

い人で家族の支

援が受けられな

い場合は通所で

きない 

・移動支援のヘ

ルパーが不足し

ている 

 

 

 

 

 

・施設入所者へ

の移動支援が不

足している 

・生活介護や就労移

行支援で送迎を行っ

ている事業所が少な

く、家族の高齢化等

により付添者がいな

い場合は通所ができ

ない。 

・移動支援のヘルパ

ーが不足しており、

ヘルパーの確保がで

きない。（特に土日の

利用） 

・定期的な通所には

移動支援が使えない 

 

・入所施設職員のマ

ンパワーだけでは十

分に移動の支援がで

きない。 

  ・事業所への送迎加

算の増額や補助。 

 

 

 

 

 

・定期的な通所や施

設入所者の外出を

支援する仕組みや

社会資源の開発。 

・ボランティアで対

応できる方につい

ては、ボランティア

を活用する。そのた

めに、社協でのボラ

ンティア育成や研

修を強化。 

啓
発 

・障害者に対応

したボランティ

アが少ない 

・地域の中で障

害に対する理解

がまだまだ得ら

れていない 

・障害に関するボラ

ンティアの応募が少

ない。 

・地下鉄沿線では駅

員や住民に障害理解

があり、自然と手を

貸してくれる。福祉

乗車証が利用できる

沿線では、日常的に

障害のある人や、介

助場面に遭遇するこ

とが多いからではな

いか。その他の沿線

やバスの職員、住民

への理解がまだ少な

い。 

  ・障害のある人に関

わるボランティア

を増やす。 

・障害者スポーツイ

ベントや文化等の

普及による地域と

の交流の機会の確

保。 

・障害者差別解消法

の施行に合わせて

啓発のためのプロ

グラムや講座を実

施し、地域や企業に

対してアウトリー

チができないか。 
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Ⅴ

社
会
参
加
に
関
す
る
施
策 

啓
発 

 ・健常者から、日々

の生活や災害時等、

障害者がどのような

ことに困るのか、ど

のような支援をすれ

ば良いのかがわから

ないという声があっ

た。 

・様々な障がいに関

して理解を深める場

が少ない。 

  

Ⅵ

そ
の
他 

そ
の
他 

施
設
入
所
支
援
・
短
期
入
所 

・障害者施設入

所者、待機者と

も高齢化が進ん

でいる 

 

・施設入所待機

のために、短期

入所のロングシ

ョートでの利用

が増え、緊急時

の短期入所の空

きが確保できな

い 

・退所可能な場

合でも地域移行

が進まない 

・障害者施設入所者、

待機者の高齢化が進

んでおり、現行の体

制では十分に支援が

できない。 

・ロングショートを

繰り返し利用してい

る人がいることもあ

って、緊急時（葬儀）

に利用できなかっ

た。結果、親が本人

の介護をせざるを得

なかった。 

  ・入所者やロングシ

ョート利用者のう

ち、地域移行が可能

な方の在宅生活を

支援するため、地域

と協力した 24 時間

の見守り体制の整

備ができないか。 

・地域生活支援拠点

の整備にあたり、緊

急時の短期入所の

確保や 24 時間の見

守り体制も含めて

検討して欲しい。 
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Ⅵ

そ
の
他 

そ
の
他 

高
次
脳
機
能
障
害 

・高次脳機能障

害に対応できる

施設が少ない。 

・高次脳機能障害の

障害理解が浸透して

いないので介護する

家族や介護の事業所

が苦慮している。受

け入れてもらえる施

設も少ない。本人と

の支援について家族

との話し合いを行

い、事業所の調整等

も検討したが、結局

近所からのクレーム

も増え、市外の病院

に長期入院すること

になった事例があ

る。 

  ・高次脳機能障害に

関して、障害福祉サ

ービス事業所への

研修の実施。 

高
齢
化 

・障害者、介護

者が高齢化して

おり、支援が難

しくなっている 

 

 

 

・介護保険移行

の際のケアマネ

との連携 

・これまで一人暮ら

しをしていた人が加

齢により身体的なお

とろえ等で来所が困

難になりつつあり、

電話や訪問等での対

応が今後ますます増

えていく事が予想さ

れる。 

・65 歳問題を含

め、部会で情報・

課題の共有をお

こなった。 

・施設入所者の高齢

化による体制整備

（施設のバリアフ

リー化）や介護保険

施設への移行がス

ムーズにできるよ

うな仕組みづくり。 

・ケアマネジャーと

連携できる仕組み

づくり。 
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２．暮らし分科会意見 

計画策定にあたり、障がいのある人の高齢化・重度化対応、親なき後対策など、地域での生活に

安心感を確保できるよう障がい者の生活を支える体制について重点的に検討するため障害者施策推

進協議会に設置した「暮らし分科会」から、つぎのような意見がありました。 

暮らし分科会では、暮らしに関する施策に加え、今後、障害のある人が地域で安心して暮らし続

けていくための核となる地域生活支援拠点の整備について、制度設計にまで踏み込んだ検討を行い

ました。今後、本検討内容をもとに神戸市自立支援協議会などにおいて取り組んでいきます。 

 

（１）神戸市障がい者保健福祉計画について 

  各委員からの意見 

1.地域で暮らし

続けるために 

障がいのある人が地域で暮らし続けるためには、事業所や地域からの支

援を取り入れるべきであり、障がい者も地域の支援を得やすい態勢を取る

ことが重要である。 

障がい者が自立した生活が出来るようにするため、施策として生活訓練

を取り入れるべきである。親・学校・事業所などにおいて、生活力を身に

付けるための支援が必要であり、例えば、就労継続支援 B 型事業所で生活

力を付けるプログラムが行える体制を整備するなど、行政による支援が求

められている。 

親の高齢化により、自宅ではケアしきれない状況が出てきている。親の

ケアにより地域・自宅で暮らしていた方であれば、親がいなくなってもそ

れに代わる体制（24 時間のケア・見守り・地域の協力等）整備により、地

域・自宅で暮らし続けることができるようにすべきである。 

入所施設と同様な安心感の得られる地域づくりが必要である。 

地域の力を活用するための体制を整備し、日中の支援などに地域の力を

利用することが、障がいのある人が地域で暮らし続けるために必要である。 

地域の力を活用することを検討する必要はあるが、現状では、地域の力

だけではまかなえない。ハードの設備など行政による支援が必要である。 

障がいのある人が地域で暮らし続けるため行政により、民間住宅を転活

用することや、空き店舗を事業所にするなどの検討が求められている。 

2. グ ル

ー プ ホ

ー ム で

暮 ら す

ために 

グルー

プホー

ムに必

要な機

能 

重度障がい者がグループホームで暮らすためには、入所施設と同様に人

員、サービスなどの整った手厚い支援が必要であり、パーソナルアシスタ

ンスのように１対１で対応する制度などが求められているが、費用的には

困難である。 

重度障がい者がグループホームで暮らすためには、医療機関やリハビリ

施設の併設が求められており、専門的なスタッフを配置し、地域の方の医

療相談も受けるなど、センター的機能を持つことが望まれている。 

グループホーム入居者に対し、昼間・土日にガイドヘルプやホームヘル

プの利用を可能とすることが求められている。 
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2.グル

ープホ

ームで

暮らす

ために 

グルー

プホー

ムに必

要な機

能 

今の制度において、重度障がい者をグループホームで受け入れることは

困難である。 

入所施設のノウハウを利用してグループホームの整備をして欲しい。 

グループホームはあくまでも住まいであるため、住まいとしての機能が

あれば良い。 

グルー

プホー

ムに必

要な設

備 

重度障がい者を受け入れるグループホームでは、バリアフリー化、幅の

広い廊下、自室に介護を行うことができるスペースや医療機器を置く事の

できるスペースのあること、十分な広さを確保した共同スペース（リビン

グ、トイレなど）が必要であり、民家の改修では設備が不十分であるため、

新たな施設を新築しなければならない。 

知的・行動系障がいのある方を受け入れるグループホームでは、騒音や

振動に配慮し、近隣住戸との距離を確保するため、広い敷地が必要である。 

障がい種別に関わらず、将来的な高齢化を見据えて、バリアフリー化や

十分なスペースが必要。 

グルー

プホー

ムに必

要な人

員 

人材の確保が困難であり、現在の報酬では人員の増加や夜間・土日の配

置は費用面からも困難である。 

重度者を受け入れるためには、世話人の増員だけでなく、土日・日中・

夜間も人員を配置するか、何かあればすぐに誰かか駆けつける体制の整備

が求められている。 

重度者を受け入れるためには、２４時間の看護師常駐が求められている。 

住民理

解 

  

『障害』という文字に対して、周辺住人が特別な意識を持つこともあり、

グループホーム新設の障壁となる場合がある。 

障がい者理解を進めるためには、地域住民とのふれあいが重要であり、

ボランティアの活用により住民理解が進んでいる。今後、障がい者の高齢

者施設の利用、拠点の高齢者施設との一体化、障がい者施設に地域住民が

使用する施設を併設することにより、ふれあいが生まれ、障がい者理解が

深まることが期待できる。 

地域住民との信頼関係構築には相談員や支援員、グループホーム職員が

重要な役割を果たすため、職員の立場や報酬を保障し、質を向上させてい

くことが求められている。 

地域住民は敵にも味方にもなる。事業者は日ごろから関わり方を考えて

いくべきであり、行政も啓蒙だけでなく、地域住民が障害について自分の

事として捉えるよう対策していかなければならない。 

行政は、事業者が地域のサポートを得られるようにするため、住民との

関わりの重要性を理解させることが必要である。 
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2. グ ル

ー プ ホ

ー ム で

暮 ら す

ために 

その他 

将来的に利用者の減少が予測される高齢者施設との連携や活用を検討

することが求められている。 

現状では高齢者施設が障がい者を受け入れることは難しい。 

障がい者が自宅で生活していくためには、生活力を身に付ける必要が

あり、グループホームや事業所において、生活力を身に付けるための取

り組みが求められている。 

利用者の個性にあったグループホームが選択できるよう、体験型のグ

ループホームや、サテライト型のグループホームなども求めれらている。 

地域にグループホームを整備して欲しい（北区・西区に偏っている）。 

グループホームの地域偏在を解消のため、市営住宅の転活用を検討す

ることが求められている。 

グループホームをより有効に活用するためには、一法人のみで運営す

るのは難しく、高齢者福祉の活用・併用など、幅広い議論が必要である。 

今の制度では、重度の知的障がい者がグループホームで暮らすことは

難しい。 

独立型ショートステイが必要であり、将来的に独立型ショートステイ

はグル―プホーム化に繋がる可能性がある。 

独立型ショートステイは日中支援が提供できないということがネック

である。 

重度者のみのグループホームでなく、様々な種別・程度の方が互いに

支え合っていくグループホームにすべきである。 

重度者が地域で暮らすためには、まずは体制整備が必要である。 

最初から１００％満足できる福祉サービスは作れないため、運営をし

ながら体制を充実させていかなければならない。 

１０年後、２０年後の生活の場所のあり方を考えて、施策を立ててい

くべきである。 

今、必要なものと、将来を見据えて検討すべきものを分析し、施策を

立てるべきである。 

事業者にとって、グループホームの建設費用がネックとなっており、

建設時の補助が求められている。 

現在のグループホームは、団体等が自分たちのメンバーのために運営

するケースが多く、入居先の選択肢が限られてしまっている。行政がグ

ループホームを運営することにより、選択できるようにして欲しい。 

グループホーム建設について、市街化調整区域に関する規制を一部緩

和することにより、障がい者の入所施設を母体に持つグループホームの

増加が期待できる。 
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2. グ ル

ー プ ホ

ー ム で

暮 ら す

ために 

その他 

身体障がい者の入所施設を母体に持った事業所がグループホームを運

営しても、採算を取ることは難しく、グループホーム単独の運営は、よ

り厳しい状況である。 

グループホームの運営において、医療との連携が重要であるが、現状

の制度では、内部（併設の入所施設）に医療スタッフがいなければ、医

師や看護師の配置は困難な状況である。 

訪問診療を希望する開業医をうまく活用することで、医療との連携が

出来る可能性がある。 

医療的ケアの必要性が低い人であれば、自分で医療機関を選択できる

ようにすべきである。 

3.入所施設につ

いて 

地域移行が求められる一方で、現状の制度体制では入所施設以外では

暮らすことのできない方が存在しており、一定数の入所施設の確保が必

要である。 

入所施設が足りていないのであれば、増やすしかないのではないか。

病床転換については、無いよりは良いが地域生活とは言えない。 

現在入所している方は、入所が必要な方である。 

4.精神障がい者

の地域移行につ

いて 

地域で暮らすために必要なサービス:グループホームの利用、日中サー

ビスの充実（就労支援、自立訓練、デイケア）、訪問看護、ヘルパーの存

在、地活の充実など。 

精神障がいをコントロールするためには服薬が必須であり、症状が安

定した後は、服薬管理が出来れば、地域で暮らすことも可能である。よ

って、服薬管理に関する支援として、グループホームの世話人による管

理や薬剤師による服薬指導、訪問看護による服薬管理など、地域におけ

るサポートにより服薬が管理できれば、地域での生活は可能となる。 

急性期に入院した後、症状が安定し地域に戻る際のサポートとして、

ピアサポーターやグループホームの存在は重要であり、また、精神保健

福祉士の配置が求められている。 

精神障がい者が地域で暮らしていくためには、人との関わりの質が重

要であり、継続的に安定して医療が提供されること、日中活動の場の確

保、気軽に相談できる場の存在、地域の見守り、家族の負担への支援な

どの環境を整え、その質を高めていくことが求められている。 

近年の福祉サービスの充実により、長期に入院している方の中にも、

適切な支援により、地域で暮らすことが可能な方がいることがわかって

きた。しかし、地域に移行するルートに乗ることが出来ない方も存在し、

そのような方への支援のあり方について検討する必要がある。 
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5.障がい者の意

志決定について 

重度の知的障がい者の場合、自身で意思決定は出来ない。様々な情報

を理解した上で、選択することが意思決定であるが、そもそもそれが出

来ない知的障がいのある子どもの意志というのは疑問がある。 

障がいの程度によって住む場所を決めるでは、本人の意思が無視され

ている。本人の意思を前提に住む場所を決めて欲しい。 

重度障がい者は自宅が良いか、グループホームが良いか、入所施設が

良いか、生活してみなければ分からない。 

6.相談体制につ

いて 

本庁や区役所、事業所においても、相談支援が受けられる体制の整備

が求められている。 

専門的な相談について、地域生活支援センターを知らない、信頼でき

ないという方に対応するため、区役所の相談窓口の質の担保が求められ

ている。 

地域で暮らしていくためには、気軽に相談ができる場所があることが

重要であり、地域包括支援センターに相談できる人を配置するなど、地

域にある資源を活用することで、歩いて行ける範囲に相談できる場所を

設置することが望まれている。 

時間外や土日など２４時間体制で相談を受けてくれる場所が必要であ

る。 

各事業所において、ピアサポーターを配置することが求められている。 

身近な相談者、一次相談者、二次相談者に分け、身近な相談は民生員・

事業所、それで受けきれなければ次に繋ぐという体制の整備を検討すべ

きである。 

認定調査については、地域生活支援センターが行うのではなく、行政

が行うべきである。 

地域生活支援センターの業務量が過多となっているため、地域生活支

援センターがすべき業務、区役所に戻すべき業務、事業所で行うことが

出来るようにすべき業務、高齢分野と連携すべき業務など、業務内容を

見直していく必要がある。 

7.地域生活支援

拠点について 

地域生活支援拠点にショートステイの機能を持たせ、一時的・避難的

に利用するだけでなく、どのようなサービスが必要かなど振り分けるこ

とのできる評価的な機能も付加し、サービス利用計画なども作れるとい

った機能を兼ね備えた通過型の拠点が必要である。 

地域生活の拠点が必要。小規模入所とあるが、通過型で、セーフティ

ネットの役割を果たして、そこから入所、グループホーム、自宅等に振

り分ける拠点を望む。様々な機能も不可欠で、何かあれば駆けつけてく

れるスタッフがいる、２４時間相談が出来るなどの体制が必要。 
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7.地域生活支援

拠点について 

核を置いた上で、今あるグループホームの連携を進めていくなど、面的

整備していく。それだけでは不十分であるので、地域生活支援センターや

自立支援協議会などの持つ様々な機能を含め、全体で連携が取れるように

コーディネートし、そこに相談支援を絡めていけば良いのではないか。 

圏域を、神戸市全域とするのか、まず１ヵ所でやるのか、さらに地域ご

とに作っていくのか検討が必要。 

評価する機関の必要性から、１か所は神戸市直営で運営すべき。 

 
（２）地域生活支援拠点について 

  各委員からの意見 

1.地域生活支援拠

点の考え方 

独立多機能型の拠点が必要である。 

通過型の施設であり、利用者個々に合わせて、今後の住まいを振り分け、

必要なサービスを組み立てる機能が必要であり、コーディネート力やアセ

スメント力の充実が求められる。 

核を置いた上で、今あるグループホームの連携を進めていくなど、面的

整備していく。それだけでは不十分であるので、地域生活支援センターや

自立支援協議会などの持つ様々な機能を含め、全体で連携が取れるように

コーディネートし、そこに相談支援を絡めていくという方法もある。 

地域との連携や医療との連携を行うための仕組みづくりが必要である。 

拠点が必要となる状況とは、自宅で暮らす方で緊急の対応が必要となっ

た場合、グループホームで対処できなくなった場合、グループホームを移

りたい場合、施設から地域で生活するための準備期間、病院から地域に戻

るための準備期間などである。 

拠点の設立・運営について、設立補助や運営補助、人件費の補助などに

ついてを検討する必要がある。 

施設において培われた実践力を活用するため、施設の持つ人材の活用を

検討すべきである。 

各区にある地域生活支援センターの充実も必要であり、拠点の運営につ

いては、地域生活支援センターとの連携・協力を検討する必要がある。 

地域生活支援拠点には、自立支援協議会が関わっていく必要がある。 

モデルとなる拠点では、設備・機能面でモデルとなるだけでなく、職員

の質の面でもモデルとなることが求められる。 

神戸市が直営で整備すれば、モデル的な意味と地域生活支援拠点の評価

をしやすいという利点がある。 
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2.配置・設備につ

いて 

まずは１ヵ所、市内中央にモデルとなる拠点を整備し、その後、東部・

西部・北部と拠点の整備を進めていくことが求められている。 

最初から複数ヵ所に拠点を作るべきとの意見もある。 

市内３ヵ所ないしは４ヵ所の拠点の整備が求められている。 

拠点の配置については、数よりも、付加する機能や、コーディネート力

を充実させて、いかに機能する拠点にするかということが重要である。 

拠点の設置について、住民理解の面から、既存の障害者施設の転活用を

検討すべきである。 

地域生活支援拠点は、高齢化を踏まえたものにしていく必要がある。 

地域生活支援拠点は、必ずしも新しい施設である必要はなく、既存の建

物内に設置し、地域にある資源を活用するということも検討すべきであ

る。 

3.必要な仕組み・

機能について 

地域生活支援拠点では、利用者の生活を維持・保護し、利用者の状況を

評価し、利用するサービスを決定する等、複数の機能を併せ持つことが求

められている。また、住まいについて在宅・グループホーム、入所施設な

どへと振り分ける機能も求められる。 

拠点が必要。小規模入所とあるが、通過型で、セーフティネットの役割

を果たして、そこから入所、グループホーム、自宅等に振り分ける拠点を

望む。様々な機能も不可欠で、何かあれば駆けつけてくれるスタッフがい

る、２４時間相談が出来るなどの体制が必要。 

地域生活支援拠点にショートステイの機能を持たせ、一時的・避難的に

利用するだけでなく、どのようなサービスが必要かなど振り分けることの

できる評価的な機能も付加し、サービス利用計画なども作れるといった機

能を兼ね備えた通過型の拠点が必要である。 

地域生活支援拠点においては計画相談支援を含め、相談機能が必須であ

る。 

4.周囲に必要なも

のについて 

地域生活支援拠点が地域から孤立化してしまわぬよう、高齢者や子ども

が利用する施設と一体となった拠点づくりが求められている。 

職員の質が重要であり、十分な研修により、職員が自身の役割を理解し

て働く拠点にすべきである。 

職員の質を確保するためにも、報酬体系や労働条件の改善が求められて

いる。 

精神科医療を含む医療との連携が必要である。 

拠点について第 3者評価する機能が必要である。 
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